
【漁業権番号】内共第３８・４１号 

【関係漁業協同組合】宮川漁業協同組合 

変 更 後 変 更 前 
変更理由 施行予定

年月日 

第１条から第７条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第８条 遊漁料の額は、次のとおりとする。 

表 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる者の遊漁料は、次のと

おりとする。ただし、中学生以下を除き、減免を受けようとする者

はこれを証する手帳・書類等を提示しなければならない。 

区 分 

遊 漁 料 

あ ゆ 雑 魚 あゆ・

雑魚 

（共通

券） 

年 釣 

現 場 

加算料 

日 釣 年 釣 
日

釣 
年 釣 

高校 生

以下 

無 料 無 料 無

料 

無 料 無 料 無 料 

女性、

心身 障

がい 者

（身 体

障害 者

手帳 ３

級以 上

又は 療

育手 帳

の所 持

者） 

1,250

円 

6,000

円 

750

円 

4,000

円 

10,000

円 

あゆ 

2,500円 

雑魚 

1,500円 

第１条から第７条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第８条 遊漁料の額は、次のとおりとする。 

表 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる者の遊漁料は、次のと

おりとする。ただし、中学生以下を除き、減免を受けようとする者

はこれを証する手帳・書類等を提示しなければならない。 

区 分 

遊 漁 料 

あ ゆ 雑 魚 あゆ・

雑魚 

（共通

券） 

年 釣 

現 場 

加算料 

日 釣 年 釣 
日

釣 
年 釣 

高 校 生

以下 

無 料 無 料 無

料 

無 料 無 料 無 料 

女 性 、

心 身 障

が い 者

（ 身 体

障 害 者

手 帳 ３

級 以 上

又 は 療

育 手 帳

の 所 持

者） 

1,250

円 

6,000

円 

750

円 

4,000

円 

10,000

円 

あゆ 

2,500円 

雑魚 

1,500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別の確

認が困難

なため 

令和９年

１月１日 



 

 

３、４ 略 

 

第９条から第１２条 略 

３、４ 略 

 

第９条から第１２条 略 

 


